
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
六
十
二
号

放
射
線
障
害
防
止
の
技
術
的
基
準
に
関
す
る
法
律

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
放
射
線
障
害
防
止
の
技
術
的
基

準
の
策
定
上
の
基
本
方
針
を
明
確
に
し
、
か
つ
、
原
子

力
規
制
委
員
会
に
放
射
線
審
議
会
を
設
置
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
放
射
線
障
害
防
止
の
技
術
的
基
準
の
斉
一
を

図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
放
射
線
」
と
は
、
ア
ル

フ
ァ
線
、
重
陽
子
線
、
陽
子
線
、
ベ
ー
タ
線
、
電
子

線
、
中
性
子
線
、
ガ
ン
マ
線
、
エ
ッ
ク
ス
線
そ
の
他
電

磁
波
又
は
粒
子
線
で
直
接
又
は
間
接
に
空
気
を
電
離
す

る
能
力
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。

２
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
放
射
線
障
害
防
止
の
技
術
的

基
準
」
と
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子

炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百

六
十
六
号
）
、
放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
そ
の
他

の
法
令
に
基
づ
く
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
技
術

的
基
準
を
い
う
。

（
基
本
方
針
）

第
三
条
　
放
射
線
障
害
防
止
の
技
術
的
基
準
を
策
定
す
る

に
当
た
っ
て
は
、
放
射
線
を
発
生
す
る
物
を
取
り
扱
う

従
業
者
及
び
一
般
国
民
の
受
け
る
放
射
線
の
線
量
を
こ

れ
ら
の
者
に
障
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
線
量
以
下

と
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
そ
の
基
本
方
針
と
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
放
射
線
審
議
会
の
設
置
）

第
四
条
　
原
子
力
規
制
委
員
会
に
、
放
射
線
審
議
会
（
以

下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

（
審
議
会
の
所
掌
事
務
）

第
五
条
　
審
議
会
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権

限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
。

２
　
審
議
会
は
、
放
射
線
障
害
防
止
の
技
術
的
基
準
に
関

す
る
事
項
に
関
し
、
関
係
行
政
機
関
の
長
（
当
該
行
政

機
関
が
合
議
制
の
機
関
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
行
政
機
関
。
以
下
同
じ
。
）
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
審
議
会
へ
の
諮
問
）

第
六
条
　
関
係
行
政
機
関
の
長
は
、
放
射
線
障
害
防
止
の

技
術
的
基
準
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
審
議
会
に

諮
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
審
議
会
の
組
織
）

第
七
条
　
審
議
会
は
、
委
員
二
十
人
以
内
で
組
織
す
る
。

２
　
委
員
は
、
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
し
学
識
経
験
の

あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
任
命
す

る
。

３
　
委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

４
　
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。

５
　
委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
審
議
会
の
会
長
）

第
八
条
　
審
議
会
に
会
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
っ

て
こ
れ
を
定
め
る
。

２
　
会
長
は
、
会
務
を
総
理
す
る
。

３
　
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
指

名
す
る
委
員
が
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

（
資
料
提
出
の
要
求
等
）

第
九
条
　
審
議
会
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
行
う
た
め
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対

し
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
開
陳
、
説
明
そ
の
他
必
要

な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
十
条
　
前
三
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
会
の

組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め

る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
一
月
一
六
日
法
律
第
二

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
一
二
月
二
日
法
律
第
八

〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
総
務
庁
設
置
法
（
昭
和
五
十
八
年
法

律
第
七
十
九
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

５
　
従
前
の
総
理
府
又
は
行
政
管
理
庁
の
審
議
会
等
で
、

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
及
び
そ
の
会
長
、
委
員

そ
の
他
の
職
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
行
政
機

関
の
相
当
の
機
関
及
び
職
員
と
な
り
、
同
一
性
を
も
つ

て
存
続
す
る
も
の
と
す
る
。

公
務
員
制
度
審
議
会

恩
給
審
査
会

地
域
改
善
対
策
協
議
会

青
少
年
問
題
審
議
会

統
計
審
議
会

総
務
庁

国
民
生
活
安
定
審
議
会

経
済
企
画
庁

放
射
線
審
議
会

科
学
技
術
庁

海
外
移
住
審
議
会

外
務
省

中
央
心
身
障
害
者
対
策
協
議
会

厚
生
省

農
政
審
議
会

農
林
水
産
省

沿
岸
漁
業
等
振
興
審
議
会

林
政
審
議
会

中
小
企
業
政
策
審
議
会

通
商
産
業
省

観
光
政
策
審
議
会

運
輸
省

雇
用
審
議
会

労
働
省

６
　
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施

行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
七
月
一
六
日
法
律
第
一

〇
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
か

ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
略

二
　
附
則
第
十
条
第
一
項
及
び
第
五
項
、
第
十
四
条
第

三
項
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
八
条
並
び
に
第
三
十

条
の
規
定
　
公
布
の
日

（
委
員
等
の
任
期
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
十
八
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て

次
に
掲
げ
る
従
前
の
審
議
会
そ
の
他
の
機
関
の
会
長
、

委
員
そ
の
他
の
職
員
で
あ
る
者
（
任
期
の
定
め
の
な
い

者
を
除
く
。
）
の
任
期
は
、
当
該
会
長
、
委
員
そ
の
他

の
職
員
の
任
期
を
定
め
た
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
日
に
満
了
す
る
。

一
～
二
十
四
　
略

二
十
五
　
放
射
線
審
議
会

（
別
に
定
め
る
経
過
措
置
）

第
三
十
条
　
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の

ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
と
な
る
経
過
措

置
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
二
日
法
律
第

一
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
（
第
二
条
及
び
第
三
条
を
除
く
。
）

は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
九
百
九
十
五
条
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質

及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
附
則
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

、
第
千
三
百
五
条
、
第
千
三
百
六
条
、
第
千
三
百
二

十
四
条
第
二
項
、
第
千
三
百
二
十
六
条
第
二
項
及
び

第
千
三
百
四
十
四
条
の
規
定
　
公
布
の
日

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
六
月
二
七
日
法
律
第
四

七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
七
条
第
一
項
（
両
議
院
の
同
意
を
得
る
こ
と
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
附
則
第
二
条
第
三
項

（
両
議
院
の
同
意
を
得
る
こ
と
に
係
る
部
分
に
限
る

。
）
、
第
五
条
、
第
六
条
、
第
十
四
条
第
一
項
、
第
三

十
四
条
及
び
第
八
十
七
条
の
規
定
　
公
布
の
日

（
放
射
線
障
害
防
止
の
技
術
的
基
準
に
関
す
る
法
律
の

一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
十
四
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て

文
部
科
学
省
の
放
射
線
審
議
会
の
委
員
で
あ
る
者
の
任

期
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
放
射
線
障
害
防

止
の
技
術
的
基
準
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
四
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
日
に
満
了
す
る
。

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）

第
八
十
七
条
　
こ
の
附
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ

の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で

定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
四
月
一
四
日
法
律
第
一

五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
六
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
十
三
条
か
ら
第
十

七
条
ま
で
及
び
第
二
十
五
条
の
規
定
　
公
布
の
日
又

は
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日

（
処
分
等
の
効
力
）

第
十
四
条
　
こ
の
法
律
（
附
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
規

定
に
あ
っ
て
は
、
当
該
規
定
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
施
行
前
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
（
こ
れ
に
基

づ
く
命
令
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
で

あ
っ
て
、
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
に
相
当

の
規
定
が
あ
る
も
の
は
、
こ
の
附
則
に
別
段
の
定
め
が

あ
る
も
の
を
除
き
、
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
相

当
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
十
六
条
　
こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法

律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る

経
過
措
置
を
含
む
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
検
討
）

第
十
八
条
　
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
以
内

に
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の

1



施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基

づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
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